
【教育センター】

１ （柱０１）一人一人に応じた最適な学びを提供する

教育研究・研修の充実

教員研修費 （３４，８３３千円）

（１）初任者研修事業

県内の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校等に新規採用と

なった者に対して、学習指導や生徒指導等の基礎的な知見を得させることを目的とした研

修を実施する。

（２）若手教職員研修事業

①若手教職員研修

県内の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校等に勤務する本

務経験２年目から５年目の者に対して、実践的指導力や専門的な知識・技能の一層の深化

と、使命感、倫理観、社会性等、教職員としての資質の向上を図ることを目的とした研修

を実施する。

２年目研修 ３年目研修 ４年目研修 ５年目研修

教育
センター

全体研修
（教諭等:2日）

全体研修
（全職種:1～2日）

全体研修
（教諭等:1日）
※県立のみ

全体研修
（全職種:1～2日）

教育
センター
及び
他機関等

選択研修
（全職種:1つ以上）

選択研修
（教諭等:1つ以上）

選択研修
（教諭等:1つ以上）

在勤地
社会体験研修
※令和2年度～
（全職種：３日）

所属校
校内研修

（教諭等:2日）
校内研修

（教諭等:1日）
校内研修

（教諭等:1日）

校内研修
（教諭等:1日）

メンター研修
（教諭等:通年）

  ②若手第２ステージ研修

県内の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校等に勤務する本

務経験６年目から１０年目の者が、自己の課題に応じて計画的に研修を行い、組織運営に

参画する力や教諭等としての専門性を高めることを目的とした研修を実施する。

     １）校内研修：所属校において、研究授業や校内研修の企画・運営等、自己の課題に応

じた研修を各年度１回以上計画・実施する。

             メンターとしてメンティとの双方向の対話を通して、メンティの課題解

決や悩みの解消を援助する役割を担う研修を行う。

２）選択研修：自己の課題を踏まえ、県教育センター及び他機関等において研修講座等

を各年度１つ以上選択して受講する。

（３）幼稚園等新規採用教員研修事業

幼稚園、特別支援学校の幼稚部及び幼保連携型認定こども園の新規採用教員に対して、

職務の遂行に必要な事項に関する研修を実施する。

センター

全体研修

高校教育課

教科研修

地区

研修

訪問

研修
校内研修

小中義学校 7日 － 5日 － 直接指導 120時間標準
高等学校 8日 6日 － － 直接指導 120時間標準
特別支援学校 8日 － 5日 － 直接指導 120時間標準
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【教育センター】

①園内研修：所属園における研修指導員等による研修 １０日

②地区研修：各地区における研修           ２日

③センター研修：教育センター等における研修     ５日

（４）中堅教諭等資質向上研修事業

県内の公立の幼稚園等、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校等に勤

務する本務経験１１年目の者に対して、個々の能力・適性等に応じて計画的に研修を行い、

ミドルリーダーとして組織運営を推進したり、学習指導や生徒指導等の専門性を高めたりす

る資質の向上を図ることを目的とした研修を実施する。

（５）１５年経過教員研修事業

県内の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校等に勤務する本務経

験１６年目の者に対して、各学校の学習指導や生徒指導等におけるＯＪＴを通して同僚性・協

働性を高めることにより、ミドルリーダーとしての資質の向上を図ることを目的とした研修を

実施する。

    ①教育センターにおける全体研修（前期：リアルタイム型研修１日、後期：集合型研修１日）
  ②所属校における個別研修

教育研究・研修事業 （１９，６６４千円）

(１)教育関係職員の研修

    ①職務研修（２７講座 受講者１,２２０名（令和６年度予定））

      職務に応じ、職務遂行上必要な資質能力向上のために、原則として該当者を対象として

実施する研修。（各種主任研修、管理職研修 等）

    ②経年研修（４２講座 受講者 ２，８６２名（令和６年度予定））

      教職経験年数に応じ、教育の専門職としての資質能力向上のために、原則として該当者

を対象として実施する研修。（初任者研修、若手教職員研修、若手第２ステージ研修、

中堅教諭等資質向上研修、１５年経過教員研修 等）

③課題研修（２８講座 受講者 ８８８名（令和６年度予定））

      教科・領域や教育課題についての資質能力向上のために、原則として希望者を対象とし

て実施する研修。（教科・領域、特別支援教育、生徒指導 等）

   ④その他の研修

         ○長崎県まなびサポート（長崎まなサポ）
       各学校の校内研修や市町教育委員会の研修に対するサポート、及び教育研究団体等の

活動へのサポート。

      ・県教育センターが開講する各種講座に基づいた研修サポート

       ・上記に該当しない研修サポート

        （例：特別支援学級に在籍する生徒の進路についての講義 等）

       ・各種研修大会、コンテストへの参加、審査等へのサポート等

       

センター研修等 校内研修
社会体験

研修
その他全体

研修

校種別

研修

選択

研修

研究授業

等

メンター

研修

小・中・

義務教育

学校

1日 2日 1つ以上 1回 通年 3日 地区研修2日

高等学校 1日 2日 1つ以上 1回 通年 3日 －

特別支援

学校
1日 2日 1つ以上 1回 通年 3日 －

幼稚園等 2日 － 1つ以上 1回
センター

研修にて
3日 －
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【教育センター】

○公開講座等（道徳の授業スキルアップ研修講座 等）

○地域開放講座（天体観望会）      

(２)調査研究

        ①教科・領域、今日的課題についての調査研究

    ②調査研究の成果物を教育センターWebサイト上で発信

(３)教育に関する資料等の収集及び活用

        ①図書資料の整備

        ②教育情報の収集、提供

          研究指定校に関する情報資料、県庁各課・室が発行する資料、県内学校要覧、教育

関係論文、教育実践研究に関する情報資料

③教科書センターの常設

    ④教育センター通信の発行（年１回）

(４)Webサイト等を活用した教育情報発信

       ①「教育センターWeb情報」の発信 ※https://www.edu-c.news.ed.jp/

     ［年間のアクセス数 244,769件］

        ②教育センターWebサイトの内容の充実
        ③Webサイトを使った研修講座の案内や実施要項の配布
       ④メールマガジンの定期的な発行による積極的な情報発信
    ⑤学校支援サイト「玖島の杜」への自主研修用オンデマンド動画の掲載

特別支援教育に携わる教員の専門性向上

(１)特別支援学校

①「自立活動の指導リーダー研修講座」
    各特別支援学校の自立活動を推進するリーダーの育成を図る。
     ②「訪問、重度・重複障害教育研修講座」
     訪問教育の担当者及び重度・重複障害のある児童生徒を担当する教員の専門性の向

上を図る。

（２）小・中・義務教育学校

①「特別支援学級担任基礎研修講座」
         特別支援学級を担任する教員に必要な特別支援教育の基礎的事項の習得を図る。

②「公立小・中学校通級による指導担当者基礎研修講座」
      通級による指導を担当する教員に必要な特別支援教育の基礎的事項の習得を図る。

③「特別支援学級及び通級による指導基礎研修講座（公立小・中学校管理職・教務主任等）」
      特別支援学級担任等に助言する管理職等として必要な特別支援教育の基礎的事項の習

得を図る。
④「特別支援学級担任及び通級による指導担当者スキルアップ研修講座」

      特別支援学級及び通級による指導を担任・担当して２年目以上の教員に対して実践的
指導力の向上を図る。

（３）高等学校

①「高等学校通級による指導担当者研修講座」
  県立高等学校の通級による指導を担当する教員の専門性と実践的指導力の向上を図
る。
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【教育センター】

２ （柱０２）新しい時代に求められる魅力ある学校をつくる

教育相談体制の充実

教育相談事業

(１)２４時間子供ＳＯＳダイヤル（親子ホットライン）・メール相談
（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ：0120-0-78310、ﾌｧｯｸｽ：0957-50-1947、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：soudan@news.ed.jp）
児童生徒、保護者及び教職員を対象とした、いじめや不登校の問題等に関する相談に
電話・メールで応じる。

(２)来所による相談
いじめや不登校の問題等に適切に応じるため、来所した幼児、児童生徒、保護者及び
教職員を対象に所員が相談に応じる。

  (３)公認心理師等による相談
公認心理師等の委嘱相談員による専門的なカウンセリングを行う。

(４)特別な支援が必要な子どもの教育相談
特別な教育的支援を必要とする幼児、児童生徒の保護者及び教職員に対して養育・教
育や就学・進路についての相談に応じるとともに、必要に応じて知能検査・発達検査等を
実施する。

(５)いじめ・不登校対策支援推進事業

いじめや不登校の課題等に対して全県的な支援対策の充実を図る。

①いじめ・不登校・発達障害等相談
［来所型相談、学校訪問型相談、関係機関と連携した訪問支援の実施。］

②「実践につなげる不登校の予防と対応」「いじめの予防と対応」の各研修講座
［７月、９月開催予定］

    教育支援センター支援事業

不登校など子どもが抱える諸課題に対応するため、教育支援センター（適応指導教室）の

支援体制のあり方についての協議や教育支援センター（適応指導教室）指導員研修会等の支

援を行う。

３ その他の事業等

教職員元気回復・健康維持増進事業 【再掲】

教職員のための相談電話（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ：0120-72-5312、ﾌｧｯｸｽ：0957-50-1950）
・学校教育に係る教職員の様々な悩みに関する相談に電話で応じる。
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